
 

補助対象事業 

・八脚門・塀復元 

・史跡西側土地でのトイレ建設にかかる実施 

設計 

・植栽（北地区を中心に施工可能な場所） 

 

・一部説明板・案内板設置 

・一部園路 

・一部遺構表示 
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ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ施設 

八脚門・塀復元 

補助対象外事業 

・史跡西側土地の購入 

・史跡西側土地整備にかかる実施設計 

・案内板設置にかかる実施設計 

・史跡西側土地整備にかかる赤道拡幅工事 

史跡西側土地 

（トイレ・思いや

り駐車場設置） 

【資料４】 


